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実施にあたり 

趣旨 

本事業は、松原市第５次総合計画に基づき、本市の青少年に教育・文化など様々な国際交流の機会

を提供することで、まちの魅力を創り、「住んでみたい・暮らし続けたい地域づくり」を図るもの

です。  

目的 

人々の多様性が根付いているオーストラリアのメルボルンで、地理的環境や生活文化の違いなどを

目の当たりにすることにより、国際的な視野を広げ、積極性、協調性、チャレンジ精神を育むこと

を目的としています。 

場所   オーストラリア連邦ヴィクトリア州ムーニーバレー市及びメルボルン都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

期間 

2020 年 3 月 21 日（土）～3 月 27 日（金） ７日間 

 

・人数／参加費など詳細は別紙募集要項のとおり 

 

 

メルボルン都市圏にあるムーニーバレー市  南半球にあるオーストラリアは日本とは四季が
逆になるため、渡航する３月は初秋にあたります

（平均最高気温 24度、平均最低気温 13度）。日

本とメルボルンの時差はサマータイム中なので＋2

時間で、日本が正午ならメルボルンは午後 2時で

す。地理的環境の違いや人の多様性、文化の多様

性を感じることができます。 



 

2 

行程について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前事後学習会含む全体スケジュール 
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行程について 

 

 

 

 

 

 

現地活動内容：①行政視察 ②地域交流 ③青少年交流 



 

4 

周知及び募集について 

周知 

• 広報まつばら 10 月号 

• 市ホームページ（9／18～） 

• 市内高校へのポスター掲示 

• 市内 4 駅へのポスター掲示（10／18～10／24 B2 サイズ） 

• まつばらゆぅすのインスタグラム 

 

募集 

• 募集期間 10／3～10／24 

• 応募人数 72 人（女子 56 人 男子 16 人） 

• 公開抽選日時 10／28 16 時 （当選 10 人及び補欠第 1 位 2 位 3 位）※１ 

• 結果通知 11／8 

※１ 当選者に電話連絡し最終の意思確認を行った。辞退の申し出があれば、補欠当選者に連絡をするもの。 
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業者選定について 

指名競争入札 

地方自治法施行令だ 167 条第 3 号の規定に基づき指名競争入札を行った。（10／9） 

入札参加業者選定理由 

１．本市の競争入札参加資格業者であること 

２．本市及び他の官公庁の実績を有すること 

３．海外研修の企画及び運営が可能であること 

業務委託締結 

契約の相手方： 株式会社 阪神観光開発 営業部長 塩野哲邦 

住所 大阪市天王寺区堂ヶ芝一丁目 9 番 2 号 

契約金額： 2,760,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

委託内容： 海外研修にかかる企画・学習会・引率等の業務 

 

業務委託締結 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号により随意契約を行った。（10／31） 

契約の相手方： 株式会社 阪神観光開発 営業部長 塩野哲邦 

住所 大阪市天王寺区堂ヶ芝一丁目 9 番 2 号 

契約金額： 1,240,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

委託内容： 現地滞在にかかる地域交流・視察・飲食等の業務 
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保護者説明会及び事前学習会について 

本事業及び現地について 

趣旨や引率について 

1 期生及び 2 期生から感想やエール、現地の情報 

事業全体の日程について 

事前事後学習や現地行程など 

その他 

たびレジの登録、アレルギーの有無、参加費の支払い方法、海外旅行保険の加入、両替について 

保護者から引率へ伝えておきたいこと 

事前学習会 

1 回目 （2／2 14 時～16 時） 

テーマ：「自分を知る」「みんなを知る」「世界を広げる」 

      ゴール：自己紹介ネタを得る（日本語／英語） 特技／苦手を知る＋共有する 自分対 10 人（引率含む）の 10 のグループ 

2 回目 （2／16 14 時～16 時） 

テーマ：話す・聴く はっきり／伝わる話し方／表情／関心をもって聴く 松原について 

      ゴール：年齢や学校などではなく、一緒に行く一人のメンバーとして、相手のことを知る 一緒にイベントをつくるパートナー 

3 回目 （3／1 14 時～16 時 ） 

新型コロナウイルスについての懸念事項（リスクマネジメント）※1 

スケジュール変更について（フライトとステイ） 

持ち物について 

注意事項ほか 

      ※１海外旅行保険の補償内容、外務省情報、JATA 情報、在メルボルン日本国領事館情報など 
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事業中止について 

新型コロナウイルス感染症対策 

第５回松原市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（３／９）において中止が決定された 

 「府内の高等学校が一斉に臨時休校していることを受け、また、現時点において、海外における子どもたちの安全を優先に考え、今年度の高

校生の交流事業は中止とする。」 

委託業者との協議 

３／１０付で事業のキャンセルをすすめてもらった結果をうけて協議 

・各業務委託における仕様書に基づき業務ごとの負担割合について 及び 今後の業務分担について 

キャンセル料について 

①往復航空運賃・・・航空会社が定めるキャンセル料及び手数料（805,700 円） 

②ホテルの基本宿泊料金及びサービス料金・・・５０％（389,000 円） 

③貸切りバスなどの利用運送機関の運賃・料金・・・５０％（110,000 円） 

④会場費・・・５０％（50,000 円） 

⑤観光の入場料・拝観料・・・５０％（105,000 円） 

⑥添乗員の同行費用・・・３０％（100,800 円） 

⑦消耗品費、記念品費・・・１００％（260,405 円） 

⑧保護者説明会及び事前学習会にかかる企画料金、消耗品の料金・・・１００％（75,000 円） 

⑨当旅行計画作成にかかる企画料金・・・２％（55,200 円）※１ 

⑩旅行日程中の地域交流にかかる業務・・・２％（24,800 円）※２ 

※１ 友好交流事業業務委託料 2,760,000 円  ※２ 現地滞在にかかる業務委託料 1,240,000 円 

保護者説明会 

事業中止に至る経過について 

自己負担金の返金手続きについて →3／19 全員返金済み 

事後学習会及びレポート提出 

事業中止に伴い実施せず 
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ふりかえりとして 

 本事業は今回で３度目の実施となります。周知広報に関しては、徐々に本事業が中学生や高校生の間で浸透してきているように感じま

した。応募者数に関しては前回と同数程度だったため、次回に向けて周知広報について既に参加したメンバーと話し合いながら創意工夫し

ていきます。 

 現地での活動に関しては、固定の内容はなく、毎回ゼロベースで組み立てています。今回は、現地での学生交流や行政視察などについ

て、ムーニーバレー市の市議や担当職員と情報交換を行い組み立てました。文化や慣習を体験できるように高校生とバディを組んで過ごす

ことや、地域の図書館でのイベントに参加し地域住民と交流を図ること、固有種の動植物が野生の状態で生息している様子を見学すること

などを予定していました。行政視察については、在メルボルン日本国総領事への表敬や、ムーニーバレー市長への表敬も予定していました。

２月上旬より新型コロナウイルスに関する情報が錯そうする中で、３月２１日の出発時期には収束していることを参加者と担当者全員で

願いつつ、各自予防対策もしっかり実施していました。中止になったことを保護者の皆さまにはご理解いただきましたが、参加者には残念な思

いをさせてしまいました。 

しかし、事前学習会を３回実施した結果、１０人が互いを知り一緒にイベントをつくるパートナーとして、信頼関係が築けたのではないか

と思います。「（オーストラリアへ）行きたかったけど、学習会でみんなと仲良くなれたことがよかった」「このメンバーで何かを企画してやってみた

い」といった声がありました。今後もこの１０人が本市の国際交流事業や地域国際化支援事業の一翼を担ってくれることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前学習会の様子 


